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はじめに 
 
 
 
本書は、第３５回研究評価委員会において設置された「次世代プリンテッド

エレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」（中間評価）の研究評価委員会

分科会（第１回（平成２５年９月５日）及び現地調査会（平成２５年８月２６

日））において策定した評価報告書（案）の概要であり、ＮＥＤＯ技術委員・技

術委員会等規程第３２条の規定に基づき、第３７回研究評価委員会（平成２５

年１２月４日）にて、その評価結果について報告するものである。 
 
 

 

平成２５年１２月 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・

プロセス基盤技術開発」分科会 

（中間評価）  

 

分科会長 松重 和美 
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 
「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 

（中間評価） 
 

分科会委員名簿 
（平成２５年９月現在） 

        氏名 所属、役職 

分科会長 松重
まつしげ

 和美
か ず み

 四国大学 学長 

分科会長 

代理 北村
きたむら

 孝司
た か し

* 千葉大学 名誉教授 

委員 

面
おも

谷
だに

 信
まこと

 東海大学 工学部 光・画像工学科 教授 

川上
かわかみ

 英
ひで

昭
あき

 合同会社 先端配線材料研究所 代表取締役社長 

蔵田
く ら た

 哲之
てつゆき

 
三菱電機株式会社 液晶事業統括部 役員理事  

統括部長 

佐野
さ の

 康
やすし

 株式会社 エスピーソリューション 代表取締役 

中許
なかもと

 昌
まさ

美
み

 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所 理事長 

敬称略、五十音順 
 
 

注＊：実施者の一部と同一組織であるが、所属部署が異なるため（実施者：千葉

大学 大学院工学研究科 人工システム科学専攻）「NEDO 技術委員・技術評

価委員規程(平成２３年７月７日改正）」第３４条（評価における利害関係者の

排除）により、利害関係はないとする。 
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プロジェクト概要 
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技術分野全体での位置づけ 

（分科会資料５―１より抜粋） 
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「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 

全体の研究開発実施体制 
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「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 

（中間評価）評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
従来型のフォトリソグラフィ生産工程を旧世代技術として追いやるポテンシャ

ルを持ち、今後大きな市場、また進展が予測されるプリンテッドエレクトロニクス

（PE）技術を NEDO プロジェクトとして産学官で推進することは、我が国の産業

競争力を高める上でも重要である。基盤となるプロセス技術の開発を委託事業とし

て集中研方式で JAPERA（次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合）

で行い、助成事業で実用化への柔軟な展開によって突破口を見出していく手法も、

バランスがよい。委託事業では、すでに PE 製造のための材料・プロセス技術開発

において新規な要素技術が多く開発され、位置精度などに関する中間目標を達成し

ている。同時に必要な各要素を備えた一貫試作ライン（自動搬送全印刷フレキシブ

ル TFT*連続一貫生産ライン）の構築を世界で初めて達成し、試験品の生産が歩留

まり良く出来る状態に当初計画より前倒しで到達していることは、非常に高く評価

できる。助成事業では、具体的な利用技術分野として高反射型カラー電子ペーパー、

大面積軽量単色電子ペーパー、大面積圧力センサの開発が進められ、事業化に向け

た積極的な取り組みを実施している。 
一方、この分野の市場展開（実用化・事業化）については、その事業化を各国が競

っている状況から、タイムスケジュールを考慮したより具体的な検討、それに向け

た研究開発の内容・体制を早急に検討すべきであろう。合わせて、開発した基本技

術の成果を一貫試作ラインに組み込んで検証する必要があり、これを可能にする施

策も立てるべきである。また、技術開発の中で信頼性に係わる評価が非常に少ない。

実用化の為には、実力把握をベースに改善とアプリケーションの探索の両面から進

めることが大事なので、今後、試作品に対しての信頼性評価を進めた方がよい。 
 
TFT*：Thin Film Transistor.電界効果トランジスタの一種であり、液晶ディスプ

レイの駆動などに応用されている。 
 
２）今後に対する提言 
印刷プロセスでより高精細を目指す必要はあるが、あくまでも「コストが安い、

速度が速い」ことを PE 製品の長所と考えプロセスの開発を行うべきである。あま

り高性能を追求しすぎて事業化のタイミングを失わないよう、諸外国の追従で後塵
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を拝することなく早期に製品を市場に投入する目標設定が望ましい。韓台中 3 カ国

を含めた各国の国家としての取り組みや個別企業の取り組み動向を注視し、当プロ

ジェクトの目指す方向についてのベンチマークを進めておくことが必要で、個別の

技術についての詳細な分析が望まれる。 
また、電子写真方式によるデジタルプリンティングとフレキシブルアライメント

技術は今後の新印刷方式のカギになる可能性が高く、次期 PJ の企画も含めて検討

して欲しい。 
 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
エレクトロニクス集積部品について従来のフォトリソグラフィ製法によるコス

ト競争では近隣アジア諸国より劣勢にある現状は国家レベルの重要課題であり、こ

れを別次元で打開出来る可能性を持つ新しい先端技術としての PE の推進は日本

の国力確保の点で大きな意味を持つ。一方、本技術は各業界の蓄積技術や開発力を

結集しないと進まない総合技術領域であり、民間の個別活動では国際競争に必要な

開発成果も開発速度も充分に得られない。緊急度においても非常に高く、産学のみ

でなく国として促進・支援すべき事項であり、社会的必要性や民間企業での困難性

を鑑みても NEDO の関与は必要と判断される。PE は省エネ、省資源、低電力で

あり、初期の設備投資を大幅に低減できることから、事業成果は広い範囲に波及す

ることが期待されており、大企業だけでなく国内の中小の製造業にもオリジナル製

品を生み出せる可能性を広げることができる。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
諸外国の PE 関連技術やプロジェクト、企業の動向など各種調査を実施し、研究

開発目標の明確化を図っており、実用化・事業化を目指す上で重要な数値目標が適

切に設定されている。また、委託事業の受け先として技術研究組合を結成して、産

総研および材料からデバイスまでの多くの企業が参加する集中研究体制としたこ

と、及び助成事業により実用化を目標とする主要な企業が参加する組織を作って、

本プロジェクトを推進していることは、実効の上がる産官学連携の形態を生み出し

ている。プロジェクトリーダーの統括の下、研究実施体制や知財管理体制の構築を

図り、事業シナリオの円滑な実施に取り組めている。 
一方、非常に多くの企業群が参画した共同研究組織(JAPERA の発展系)や関与企

業が早期に、また真に事業化・商品化する姿勢・意図が有るか必ずしも明確ではな

い。更に、競合する海外の研究開発機関の現状認識や目標を実現する為の予算計画

が不十分と思われ、知的財産の管理についても、共同出願特許の扱い及びノウハウ

の管理等、戦略的な管理・運用について議論を深め、中長期的なマネジメントを検
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討する必要がある。 
助成事業に関しては事業終了時に最終目標に到達できると予想されるが、国際競

争に勝ち抜くためにも、現中間評価時点でもかなり目標に近づいている案件につい

ては、早期の事業化に向けた目標の再検討も必要である。更に、有機 TFT デバイ

スの実用化のためには、単に仕様を満足させるだけでなく、市場に対してデバイス

としての優位性を具体的に見せる他、助成事業の事業化の計画を前倒しするような

施策も必要と思われる。 
 
３）研究開発成果について 
要素技術面で中間目標とする数値レベルの技術開発がほぼ確実に、部分的には前

倒して達成されている。短期間でフレキシブル電子基板の連続一貫製造ラインを設

計および設備し、全印刷によるフレキシブル TFT シートを連続して製造した点や

独自の製版技術やデジタルインキング技術など世界に類を見ない技術を開発でき

ており評価できる。更に、高反射型カラー電子ペーパー、大面積軽量単色電子ペー

パー、大面積圧力センサの開発が進められほぼ中間目標を達成していることも評価

できる。また、知的財産権の取得への取り組みも充分である。成果の普及へ向けた

活動も幅広く行っており、世界的に見ても日本発の技術としてプレゼンスは高まっ

ている。 
一方、事業化を想定してコスト面やタイムスケジュール・工程表等の検討が十分

なされているか不明確であり、課題の整理を行う必要がある。特に、再委託先の大

学の成果がどのように JAPERA の研究開発へ貢献しているか不明である。更に、

一貫試作ラインで製造したサンプルの不良・欠陥要因を解析し、プロセス起因、材

料起因、装置起因に分別し、真に課題となるところを重点化して解決策を検討すべ

きである。 
 
４）実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
委託事業において開発されている要素技術は関連事業企業への技術移転等が可

能な状況にある。得られた基本技術には世界的に先行する成果があり、今後委託事

業の成果の移転を受けて、実用化に向けた取組みに有効に寄与する体制になってい

る。一部の参画企業による事業部門での活用・顧客への提供が可能であるように見

受けられ、成果の事業化の具体例として期待される。また、助成事業は目的とする

アプリケーションが明確であり、各々の実施者がそのアプリケーションのシステム

を深く理解していることが感じられる。電子ペーパーに関してはインパクトのある

製品が、圧力センサに関してはヘルスケア関連のニーズ対応も期待できる。 
一方、開発すべき要素技術については、各中間目標値に達しているが、実用化・

事業化するレベルには未だ課題がある。委託事業の成果を企業に移転する前に、本
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PJ での検証が重要であり、その検証計画を企業との間ですり合わせる必要がある。

また、プロジェクト終了後、成果の実用化に向け誰がどのように引き続き研究開発

に取り組むのか、具体的な課題についても早期に明確化・明示しておくことが望ま

しい。助成事業では参画企業でのそれぞれの目的に向けた取り組みがなされている

が、電子ペーパー、大面積センサシートを最初にどのような製品に適用するか具体

的に仕様やコストの目標を設定することが必要である。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

評価項目 
平均

値 
素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9  A A A A A A B 
２．研究開発マネジメントについて 2.1  A B B B B B B 
３．研究開発成果について 2.6  A A A A B B B 
４．実用化・事業化に向けての見通し  
及び取り組みについて 

2.1  B A A B C B B 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 
１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

２．研究開発マネジメントについて ４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確            →A 
・妥当            →B 
・概ね妥当          →C 
・見通しが不明        →D 

2.1  

2.6  

2.1  

2.9  

0.0  1.0  2.0  3.0  

４．実用化・事業化に向けて

の見通し及び取り組み 

３．研究開発成果 

２．研究開発マネジメント 

１．事業の位置付け・必要性 

平均値 



 

14 

「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・ 

プロセス基盤技術開発」に係る評価項目・評価基準 

 

１．事業の位置付け・必要性について 

(1)NEDO の事業としての妥当性 
・ 関連する上位施策の目標達成のために寄与しているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、NEDO の関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか。 
 

(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 
 
２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 目標達成度を測定・判断できる具体的かつ明確な開発目標を設定している

か。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
 

(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 適切な研究開発実施体制になっており、指揮命令系統及び責任体制が明確

になっているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携が十分に行われ

＜参考＞ 
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る体制となっているか。 
・ 知的財産取扱（実施者間の情報管理、秘密保持、出願・活用ルール含む）

に関する考え方は整備され、適切に運用されているか。 
 

(4)研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性 

・ 成果の実用化・事業化につなげる戦略が明確になっているか。 

・ 成果の実用化・事業化シナリオに基づき、成果の活用・実用化の担い手、

ユーザーが関与する体制を構築しているか。 

・ 全体を統括するプロジェクトリーダーが選任されている場合、成果の実用

化・事業化シナリオに基づき、適切な研究開発のマネジメントが行われて

いるか。 

・ 成果の実用化・事業化につなげる知財戦略(オープン／クローズ戦略等) や
標準化戦略が明確になっており、かつ妥当なものか。 

 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等に

機敏かつ適切に対応しているか。 
 
 
３．研究開発成果について 

(1)目標の達成度と成果の意義 
・ 成果は目標を達成しているか。 
・ 成果は将来的に市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待でき

るか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 

・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成まで

の課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果とし

て評価できるか。 
・ 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。 
・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、または汎用性のある成果

については、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が挙がってい

る場合は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 

・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 

・ 大学または公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合

には、具体的に企業の取り組みに貢献しているか。 
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(2)知的財産権等の取得及び標準化の取組 

・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登

録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に

沿って国内外に適切に行われているか。 

 

(3)成果の普及 

・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行われ

ているか。 

・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及し

ているか。また、普及の見通しは立っているか。 

・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 

(4)成果の最終目標の達成可能性 

・ 最終目標を達成できる見込みか。 

・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なもの

か。 

 

 

４．実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 

プロジェクト全体は、各事業の評価基準をもとに総合的に判断する。 

「委託事業」については、以下の評価基準を用いる。 

 

 本項目における「実用化」の考え方 

 当該研究開発に係る製品、試作品、要素技術、ノウハウ等を事業会社の事業

責任部門と共有し、社会的利用（顧客への提供、事業部門での活用等）が開始

されること。 
 

 
 (1)成果の実用化の見通し 

・ 実用化イメージに基づき、課題及びマイルストーンが明確になっているか。 

・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経

済的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 

 

 (2)実用化に向けた具体的取り組み 

・ 成果の実用化に向けて、誰がどのように引き続き研究開発を取り組むのか

明確になっているか。 
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「助成事業」については、以下の評価基準を用いる。 

 

 本項目における「実用化・事業化」の考え方 

 当該研究開発に係る製品、試作品、要素技術、ノウハウ等を事業会社の事業

責任部門と共有し、社会的利用（顧客への提供、事業部門での活用等）や販売

（ライセンスを含む）が開始されることにより、企業活動（売り上げ、収益等）

に貢献すること。 
 

 
(1)成果の実用化・事業化の見通し 

・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっ

ているか。 

・ 成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。 

・ 実用化に向けて、競合技術と比較し性能面、コスト面を含み優位性は確保

される見通しはあるか。 

・ 量産化技術が確立される見通しはあるか。 

・ 事業化した場合に対象となる市場規模や成長性等により経済効果等が見 

込めるものとなっているか。 

・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経

済的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 

 

 (2)実用化・事業化に向けた具体的取り組み 

・ プロジェクト終了後において実用化・事業化に向けて取り組む者が明確に

なっているか。また、取り組み計画、事業化までのマイルストーン、事業

化する製品・サービス等の具体的な見通し等は立っているか。 

 


